
第３次静岡県男女共同参画基本計画（令和３年度）の評価結果

１ 全体概要

県男女共同参画推進条例第７条第２項に基づき策定した「第３次静岡県男女共同参画基本計画」

（令和３年度～令和７年度）に掲げる成果目標について、令和３年度実績の評価を実施した。

２ 成果指標に基づく評価結果

施策体系 Ｒ３年度

１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革と教育の推進

１－１ 男女共同参画社会の実現に向けた制度・慣行の見直し、意識改革の推進 Ａ

１－２ 男女共同参画の推進に関する教育・学習の充実 Ａ

１－３ 男女共同参画社会に関する国際的協調 －

２ 安全・安心に暮らせる社会の実現

２－１ 生活上様々な困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備 Ａ

２－２ ジェンダーに基づく暴力の根絶 Ａ

２－３ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の

視点に立った健康保持・増進
Ｂ

３ 職場・家庭・地域における固定的性別役割分担からの脱却

３－１ 職場と家庭の連携による男女のワーク・ライフ・バランスの実現 目標値以上

３－２ 地域と家庭の連携による男女共同参画の推進 Ｃ

４ 政策・方針決定の場やあらゆる職域への女性の参画拡大

４－１ 政策・方針決定過程における女性の参画拡大

～企業活動の推進～
Ｂ

４－２ 政策・方針決定過程における女性の参画拡大

～地域活動・まちづくりの推進～
Ｃ

資料１－１

＜評価結果の見方＞ 目標値以上: 目標値を達成、 Ａ: 順調に進んでいる、

Ｂ: ある程度進んでいる、 Ｃ: 今後積極的な取組が必要、

－：必要な実績値が得られず、評価できない



＜参考＞評価の算定方法

（１）数値目標の場合 ※静岡県の新ビジョンの評価基準を採用

※計画最終年度（2025年度）に目標を達成するものとして、基準値から目標値に向けて均等に推移

した場合における各年の数値を「期待値」とする。

（例）計画期間２年目（Ｒ４）、基準値：40、目標値：90、期待値：50、実績値：51の場合

（２）「継続的に増加」という数値目標の場合 ※第２次静岡県男女共同参画基本計画の評価基準を採用

（３）複数の数値目標を掲げている場合 ※静岡県の新ビジョンの評価基準を採用

それぞれの数値目標に対応する実績値の評価区分を点数化し、その平均により指標全体の評価を

決定する。

＜評価区分の点数化＞ ＜指標全体の評価基準＞

区分 判断基準

目標値以上 「実績値」が「目標値」以上のもの

Ａ 「実績値」が「期待値」の推移の＋30％超え～「目標値」未満のもの

Ｂ 「実績値」が「期待値」の推移の±30％の範囲のもの

Ｃ 「実績値」が「期待値」の推移の－30％未満～「基準値」超えのもの

基準値以下 「実績値」が「基準値」以下のもの

― 統計値等発表前、当該年度に調査なし等

評価区分 評価の内容

Ａ 実績値が基準値以上であり、かつ継続的に増加している

Ｂ 実績値が基準値以上であり、かつ前年度数値以上である

Ｃ 実績値が基準値を下回っている。または実績値が前年度数値を下回っている

― 達成状況が把握できない（評価に必要な実績値が得られないなど）

評価区分 点数
平均により

目標全体の

評価を決定

評価区分 平均点

目標値以上 ５点 目標値以上 5.0点

Ａ ４点 Ａ 4.0点以上 5.0 点未満

Ｂ ３点 Ｂ 3.0点以上 4.0 点未満

Ｃ ２点 Ｃ 1.0点超え 3.0 点未満

基準値以下 １点 基準値以下 1.0点


